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秋
田
県
訓
令
第
十
五
号

庁
　
中
　
一
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地

方

機

関

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
（
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）

別
記
様
式
（２）
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を
削
り
、
「
記
入
す
る
」
を
「
記
録
し
、
又
は
記
載
す

る
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
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１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正

規
定
は
、
同
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
規
定
に
基

づ
い
て
身
分
証
明
書
を
交
付
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
総
務
部
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

の
身
分
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
職
員
服
務
規
程
様
式

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
部
長
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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身分証明書
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氏　名

年　　月　　日生

上記の者は、秋田県職員であることを

証明します。

年　　月　　日交付

秋田県知事

様式第１号 身分証明書（第４条関係）
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